
平成18年度の人事行政の運営等の状況を公表します 

イ. 技能労務職　（年齢別初任給） 
　 職種により級が決定され、採用時の年齢によって号 
　 給が決定します。 

(1)初任給の金額 
ア. 一般行政職（新卒の場合） 

今年度の正規職員の競争試験・選考は実施しませんでした。 

(3)部門別職員数（平成18年4月1日現在） 

区　分 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

号給 

1級29号給 

1級21号給 

1級13号給 

金額 

176,800円 

159,700円 

148,000円 

職種 

清掃作業員 

 

給　食　員 

年　齢 

18歳採用 

22歳採用 

18歳採用 

22歳採用 

号　給 

2級13号給 

2級29号給 

1級21号給 

1級37号給 

金　額 

145,100円 

171,200円 

140,300円 

164,200円 

3　職員の給与の状況（平成18年4月1日現在） 

2　職員の任免および職員数に関する状況 
（平成18年4月1日から平成19年3月31日） 

1　職員の競争試験および選考の状況 
（平成18年4月1日から平成19年3月31日） 

(1)職員の採用の状況 
作業療法士として正規職員1人を採用しました。（平成18年4月1日付） 

(2)職員の退職の状況（平成18年度中の退職者数） 
退職事由 
定年退職 
勧奨退職 
普通退職 
死亡退職 
合　　計 

人　数 
2人 
1人 
1人 
1人 
5人 

一般行政部門 

特別行政部門 

公営企業等会計など 
会計部門 

3人 
33人 
13人 
23人 
21人 
1人 
2人 
1人 
20人 
117人 
47人 
47人 
9人 
7人 
7人 
23人 
187人 

区　分 職員数 部　門 
議　会 
企画総務 
税　務 
民　生 
衛　生 
労　働 
農林水産 
商　工 
土　木 
小 計 
教　育 
小 計 
水　道 
下水道 
その他 
小 計 
合 計 

(4)級別職員数（平成18年4月1日現在）　合計 187人 
ア. 行政職給料表適用者 

職務の級 

合　　計 

職員数 

7級（理事） 

6級（統括・局長） 

5級（統括・リーダーなど） 

4級（リーダー・主任など） 

3級（主査） 

2級（主事） 

1級（主事） 

4人 

7人 

15人 

63人 

45人 

18人 

5人 

157人 

ウ. 教育職給料表適用者 

職務の級 

合　　計 

職員数 

2級（教育指導主事など） 3人 

3人 

　地方公務員法第58条の2の規定に基づき、前年度の地方公共団
体の職員の任用、給与、服務や勤務条件などの人事行政の運営
状況について公表します。これは、住民の皆さんに町職員の任
免や勤務時間その他の勤務条件などの情報を正しく知っていた
だくために公表するものです。 

平成18年度の人事行政の運営等の状況を公表します 平成18年度の人事行政の運営等の状況を公表します 

イ. 技能労務職給料表適用者 

職務の級 

合　　計 

職員数 

2級（清掃作業員、技能員、調理員、用務員） 

1級（給食員、用務員） 

26人 

1人 

27人 
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民
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4 所得変動があった方について経過措置が適用されます。 
《平成20年度の住民税についてのみ適用》 

s問い合わせ　税務グループ　1０７９（４３５）０３５８ 

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 

①年末調整済の給与収入のみを有しており確定申告をされない方 
②所得税の確定申告をされる方 

⇒ 
⇒ 
源泉徴収票を添付して市区町村へ提出 
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 

※上記の申告書は税務グループ窓口・税務署にあります。 

（a）前年分の所得税の住宅借入金等特別控除限度額 

（b）税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 

（a）と（b）のいずれか少ない金額 

住民税の住宅ローン控除額の計算方法 

税源移譲後の税率で 
算出した 

前年分の所得税額 

住民税からの 
控除額 － ＝ 

給与収入のみの方（サラリーマンなど）については、源泉
徴収票の摘要欄の『住宅借入金等特別控除可能額①』に記
載された金額が、「住宅借入金等特別控除の額②」より大
きい場合に、申告の対象者となります。 

① ① 

② ② 
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税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽
減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増
加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平
成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額と
なった住民税相当額を還付します。

この経過措置は、平成20年7月1日から同月31日の
間に、平成19年1月1日時点の住所地の市区町村に申
告することで適用されます。詳細は決まり次第広報な
どでお知らせします。

平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在

お住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税　住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。年末
調整によって所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受けた方についても、市町村に申告書を提出する必
要があります。なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して住民税用の申告書を提出することになりま
す。

s対象者 次の（ア）（イ）の両方にあてはまる方
（ア）平成19年度の住民税の課税所得金額（申告分離課税分を除く）が、住民税と所得税との人的控除額の差の合

計額より大きい方
（イ）平成20年度の住民税の課税所得金額（申告分離課税分を含む）が、住民税と所得税との人的控除額の差の合

計額以下の方
s計算方法 平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額
から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。（既に納付済みの場合は、還付します）



勤務地 

2）塵芥処理センター 

3）幼稚園 

4）小学校 

5）中学校 

6）郷土資料館 

勤務時間  

用務員 

用務員 
給食調理員 

午前9時45分～午後6時30分 
午前8時20分～午後5時5分 

午前9時20分～午後6時5分 
午前8時20分～午後5時5分 

（4～9月） 
（10～3月)

午前8時20分～午後5時5分 

午前10時15分～午後7時 

午前7時45分～午後4時30分 

午前8時30分～午後5時15分 1）本庁舎（以下に掲げる
以外の勤務地を含む)

4　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

5　職員の分限および懲戒処分の状況 

6　職員の服務の状況 

手当の名称 金　　額 

キ. 特殊勤務手当　著しく危険、不快、不健康その他 
　特殊な業務についたときに支給しています。 

※手当の支給の状況 
ａ.支給職員の多い手当　清掃作業手当（へい獣取扱） 
ｂ.１人当たり支給額の多い手当　清掃作業手当（清掃作業従事） 
ｃ.支出額の多い手当　　清掃作業手当 

１）感染症防疫作業手当 

２）清掃作業手当 

３）行旅死亡人等 
　取扱作業手当 

清掃作業従事者 
へい獣取扱 
病人取扱 
死亡人取扱 

１日　　500円 

１回　1,000円 
１回　2,000円 

１日　　600円 
１日　　500円 

※上記の勤勉手当の支給率は、勤務成績が標準の場合
です。 
※勤勉手当の支給に当たっては、勤務成績に基づき支
給率を決定しています。（0.625ヵ月から0.825ヵ月
の範囲内で支給しました） 

支給対象 支給期 

6月期 

12月期 

支給率 
期末手当 1.4ヵ月 
勤勉手当 0.725ヵ月 
期末手当 1.6ヵ月 
勤勉手当 0.725ヵ月 

カ. 期末勤勉手当（18年度支給実績） 

全職員 

支給率 計算式 
（給料、扶養手当、管理職手当の合計額）×支給率 5％ 

イ. 地域手当　全職員に対して支給しています。 

オ. 管理職手当 
リーダー以上の職にある職員に対して下記の額を支給 
しています。（定額制） 

役　職 支 給 額  
110,000円 
70,000円 
40,000円 

区　　分 金　額 
配偶者 
配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 
扶養親族でない配偶者がある場合の 
扶養親族のうち１人 
配偶者がない場合の扶養親族のうち１人 
その他の扶養親族 
扶養親族のうち満16歳の年度初めから 
満22歳の年度末までの子がいる場合、 
１人につき　　 

13,000円 
6,000円 

5,000円を 
加算 

6,500円 

11,000円 
5,000円 

(3)職員手当 
ア. 扶養手当　扶養家族を有する職員に対して支給して 
　　　　　　  います。 

  2km以上   3km未満 
  3km以上   4km未満 
  4km以上   5km未満 
  5km以上   7km未満 
  7km以上 10km未満 
10km以上 15km未満 
15km以上 20km未満 
20km以上 25km未満 
25km以上 30km未満 
30km以上 35km未満 
35km以上 40km未満 
40km以上 45km未満 
45km以上 50km未満 
50km以上 55km未満 
55km以上 60km未満 
60km以上 

月額　2,100円 
月額　2,900円 
月額　3,700円 
月額　4,500円 
月額　5,800円 
月額　7,300円 
月額　9,900円 
月額 12,500円 
月額 15,100円 
月額 17,700円 
月額 20,400円 
月額 23,100円 
月額 24,000円 
月額 24,900円 
月額 25,800円 
月額 26,700円 

使用する交通機関の6ヵ月定期券（6ヵ
月定期がない場合には6ヵ月の範囲内
で期間が最長となる定期券）の料金を、
その購入後の直近の給料日に支給（ただ
し、その料金を通用月数で割り戻した
１ヵ月当たりの額が55,000円を超える
場合には、55,000円を限度とする） 

Aの支給額を定期券購入ごとに、Bの支
給額を毎月支給するが、Aの料金を通
用期間で割り戻した1ヵ月当たりの額
とBとの合計額が55,000円を超える場
合には、55,000円に通用期間を乗じた
額が支給額となる。 

A） 
交 通 機 関  
のみを使用 
す る 職 員  

B） 
自 動 車 ・  
自転車等の
交 通 用 具  
使 用 者  

C) 
A と B の  
併 用 者  

エ. 通勤手当 
通勤距離が１km以上で、交通用具、交通機関また
はその両方を使用して通勤する職員に対して支給し
ています。 

支給額 区　分 

距　離 
通勤距離（片道） 
  1km以上   2km未満 月額　1,000円 

支給額 

区分 支給額 要件 

ウ. 住居手当　自ら居住するための住居を所有または 
　賃貸している世帯主である職員に対して支給してい 
　ます。 

月　3,500円 持家の 
場合 

賃貸住宅 
の場合 

家賃月額から12,000
円を控除した額 

月額23,000円以下の家
賃を支払っている職員 

持家およびこれに準ず
る住宅に居住する職員 

月額23,000円を超え
る家賃を支払っている
職員 

家賃月額から23,000
円を控除した額の2分
の1（上限16,000円）
に11,000円を加算し
た額 

イ. 技能労務職　18歳採用の場合 

給食員 
経験10年(11年目) 2級48号給 199,000円 
経験15年(16年目) 2級72号給 235,200円 
経験20年(21年目) 2級96号給 266,700円 

経験10年(11年目) 2級52号給 205,000円 
経験15年(16年目) 2級76号給 240,800円 
経験20年(21年目) 2級100号給 271,500円 

清　掃 
作業員 

区分 年数 号給 金額 

(2)経験年数別、学歴別給料月額 
ア. 一般行政職 

短大卒 
経験10年(11年目) 3級12号給 242,600円 
経験15年(16年目) 3級32号給 281,500円 
経験20年(21年目) 3級52号給 316,100円 

高校卒 
経験10年(11年目) 2級20号給 218,600円 
経験15年(16年目) 3級24号給 266,200円 
経験20年(21年目) 3級44号給 303,000円 

経験10年(11年目) 3級20号給 258,600円 
経験15年(16年目) 3級40号給 296,000円 
経験20年(21年目) 3級60号給 327,700円 

大学卒 

区分 年数 号給 金額 

理 　 　 事  
統 括 な ど  
リーダーなど 
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(1)分限処分 分限処分は、公務能率の維持を目的とし
て、本人の意に反してその身分に不利益な変動をも
たらす処分で、免職、休職、降任、降給の４種類が
あります。
今年度は、「心身の故障のため、長期の休養を要

する」として、３件の休職の事例がありました。

(2)懲戒処分 懲戒処分は、公務員としてふさわしくな
い非行があった場合に、公務員関係の秩序を維持す
るために職員の道義的責任を追及して行う処分で、
免職、停職、減給、戒告の4種類があります。
今年度は、該当する事例はありませんでした。

(1)職務専念義務の免除 職員は勤務時間中全力で職務遂行しなければなりませんが、研修を受ける
場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合などに限り職務に専念する義務が免除されます。
免除された主なものは次の通りです。
ア. 人間ドック受診　　　イ. 精密検査受診　　　ウ. 自主研修の実施

ク. 時間外勤務手当、休日勤務手当
（ア）支給対象　主任以下の職にある職員
（イ）支給時間単価（給料月額＋給料月額に係る地域
手当）×12÷2000×支給率

（ウ）支給率
ａ普通時間外勤務　　　125／100
ｂ普通深夜時間外勤務　150／100
ｃ週休時間外勤務　　　135／100
ｄ週休深夜時間外勤務　160／100
ｅ休日勤務　　　　　　135／100

(1) 勤務時間 職員の勤務時間は、1日8時間で週
40時間です。勤務時間については下記の通りです。
（勤務時間中に45分の休憩時間があります）

(2) その他の勤務条件
勤務条件の内容の主なものは次の通りです。
ア. 休日
（ア）土曜日および日曜日、またはそれに相当する日
（イ）国民の祝日に関する法律に規定される休日、ま
たはそれに相当する日

（ウ）年末年始の休日（12月29日から1月3日まで）
イ. 療養休暇
（ア）公務傷病によるもの…………… 必要な期間
（イ）結核性疾患または精神障害…… 2年の範囲内
（ウ）私傷病による療養休暇………… 120日以内

ウ. 特別休暇
（ア）有給の休暇
ａ公民権の行使………必要と認められる期間
ｂ官公署へ出頭………必要と認められる期間
ｃ骨髄移植……………必要と認められる期間
ｄボランティア活動…1年に5日の範囲内
ｅ結婚休暇……………5日の範囲内
ｆ育児参加のための休暇
………………………5日の範囲内
ｇ産前産後の休暇……出産予定日前後8週間
ｈ育児時間……………1日2回ぞれぞれ30分以内
ｉ配偶者出産休暇……2日の範囲内
ｊ生理休暇……………請求した期間
ｋ妊産婦にかかる休暇
……決められた期間ごとに１回、必要と認めら
れる時間

ｌ看護休暇……………１年につき5日の範囲内
ｍ忌引休暇
……死亡者との続柄により、１日から10日
ｎ夏季休暇……………3日の範囲内
ｏリフレッシュ休暇
……3日の範囲内（勤続20年、勤続30年で付与）

（イ）無給の休暇
ａ介護休暇……………6月以内
ｂ組合休暇……………30日以内

エ. 年次有給休暇
（ア）年度付与日数…………………… 最高20日
（イ）前年度からの繰越日数………… 最高20日
（ウ）平均取得日数……………………… 10.2日
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35歳未満 
35歳以上40歳未満 
40歳以上45歳未満 
45歳以上50歳未満 
50歳以上55歳未満 
55歳以上60歳未満 
60歳以上65歳未満 

3,500円 
4,500円 
6,000円 
7,400円 
8,900円 
10,800円 
13,300円 

5,600円 
6,900円 
8,700円 
10,600円 
11,600円 
12,800円 
14,500円 

9,300円 
11,400円 
14,300円 
17,300円 
18,800円 
20,700円 
23,300円 

平成20年4月1日以降に 
新たに加入者となる方の掛金 加入時年齢 現行 改正後 

情
報
ペ
ー
ジ 

施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
健
の
ペ
ー
ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 

情
報
わ
い
ど 

情
報
わ
い
ど 
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こ
の
制
度
は
、
障
害
者
の
生
活

の
安
定
と
福
祉
の
増
進
に
資
す
る

と
と
も
に
、
障
害
者
の
将
来
に
対

し
保
護
者
の
抱
く
不
安
の
軽
減
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ

れ
た
、
心
身
障
害
者
の
保
護
者
の

相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
保

護
者
が
生
存
中
掛
金
を
納
付
す
る

こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
が
お
亡
く

な
り
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
障
害

者
に
終
身
年
金
を
支
給
す
る
任
意

加
入
の
制
度
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
運
用
環
境
の

変
化
に
伴
う
運
用
利
回
り
の
低
下

や
、
障
害
者
の
平
均
寿
命
の
伸
長

に
よ
る
年
金
給
付
期
間
の
長
期
化

な
ど
に
よ
り
財
政
が
悪
化
し
、
将

来
の
年
金
支
払
を
確
実
に
行
え
な

い
恐
れ
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
20
年
４
月
１

日
を
目
処
に
制
度
改
正
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
今
回
の
改
正
は
、
こ

の
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
す
の
で
、
改
正
の
趣
旨

を
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
主
な
改
正
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
下
記
の
通
り
で
す
。

▼
年
金
額
は
１
口
あ
た
り
２
万
円

が
維
持
さ
れ
ま
す
。

▼
見
直
し
後
（
平
成
20
年
４
月
１

日
以
降
）
の
１
口
あ
た
り
の
掛
金

額

●
65
歳
以
上
か
つ
保
険
料
払
込
期

間
を
了
し
、
現
在
掛
金
の
納
付

を
さ
れ
て
い
な
い
加
入
者
の
方

は
、
引
き
続
き
掛
金
の
納
付
は

要
し
ま
せ
ん
。

●
新
た
に
加
入
す
る
方
で
、
改
正

前
の
保
険
料
が
適
用
さ
れ
る
た

め
に
は
、
早
め
に
（
遅
く
と
も

平
成
20
年
１
月
中
）
役
場
福
祉

グ
ル
ー
プ
の
窓
口
で
手
続
き
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
提
出

の
遅
れ
や
提
出
書
類
の
不
備
な

ど
に
よ
り
、
４
月
加
入
と
な
っ

た
場
合
は
、
新
規
加
入
者
の
額

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
既
に
１
口
加
入
し
て
い

る
方
で
、
２
口
目
の
加
入
を
希

望
す
る
場
合
も
同
様
で
す
）

▼
問
い
合
わ
せ

独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
　
共
済
部
扶
養
保

険
課

1
０
３
（
３
４
３
８
）
０
２
２
１

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

方
す
べ
て
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

届
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来
受
け

取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
次
の
よ
う
な
と

き
に
は
役
場
へ
自
ら
届
出
を
行
う

こ
と
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
に
届

出
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
な
い
方
が
、
20
歳
に

な
っ
た
と
き
は
「
国
民
年
金
被
保

険
者
資
格
取
得
届
」

60
歳
に
な
る
前
に
会
社
な
ど
を

退
職
し
た
と
き
（
厚
生
年
金
保
険

や
共
済
組
合
の
被
保
険
者
で
は
な

く
な
っ
た
と
き
）
は
「
国
民
年
金

被
保
険
者
種
別
変
更
届
」

収
入
が
増
え
、
会
社
員
や
公
務

員
な
ど
の
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く

な
っ
た
と
き
（
パ
ー
ト
収
入
が
130

万
円
以
上
に
な
っ
た
と
き
）
は
「
国

民
年
金
被
保
険
者
種
別
変
更
届
」

配
偶
者
が
退
職
し
、
会
社
員
や

公
務
員
な
ど
の
被
扶
養
配
偶
者
で

な
く
な
っ
た
と
き
（
配
偶
者
が
65

歳
に
達
し
て
第
２
号
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
と
き
を
含
む
）
は
、

「
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変
更

届
」

※
な
お
、
会
社
や
役
所
、
学
校
な

ど
に
勤
め
て
い
る
方
の
被
扶
養
配

偶
者
に
な
る
と
き
は
、
そ
の
方
の

勤
務
先
へ
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ

手
続
き
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
最
寄
り
の
社
会
保

険
事
務
所
、
役
場
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
加
古
川
社
会
保
険
事
務
所

1
０
７
９
（
４
２
７
）
４
５
１
１

○
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

8　職員の福祉および利益の保護の状況 

7　職員の研修および勤務成績の評定の状況 
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(1)職員研修 職員に対しては、事務能力の向上を目的とし、随時研修を実施しています。
ア. 派遣研修　のべ参加人数 94人　のべ参加日数 291日
イ. 内部研修　のべ参加人数 552人　のべ実施日数 37日

(2)勤務成績の評定 職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の性
格、能力および適正を公正に判断することを目的として勤務成績の評定を実施し、勤勉手当の支給に反映して
います。
今年度の実施時期（対象となった期間）、対象者は以下の通りです。
ア. 実施月　平成18年10月（平成18年4月から9月） イ. 対象者　全職員

平成19年 4月（平成18年10月から平成19年3月）

(1)福祉の状況
ア. 保険・年金関係
職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置さ

れた「兵庫県市町村職員共済組合」または「兵庫県
公立学校共済組合」に加入しており、それぞれの共
済組合は、長期給付事業（厚生年金、国民年金に相
当するもの）、短期給付事業（健康保険、国民健康
保険に相当するもの）、福祉事業（組合員および被
扶養者の健康と疾病予防のための事業）を行ってい
ます。
イ. 公務災害関係（労働災害に相当するもの）
地方公務員法第45条および地方公務員災害補償

法の規定により、公務上、通勤途上の災害により、
負傷等または死亡した場合に一定の補償が行われる
もので「地方公務員災害補償基金兵庫県支部」が事
務を行っています。
認定件数　1 件
ウ. 互助会組織
職員の福祉の増進を図るため「播磨町職員互助会」
および「播磨町学校厚生会」を設置し、その事業は、
それぞれ「財団法人兵庫県町村職員互助会」、「財団
法人兵庫県学校厚生会」に委託して実施しています。
（ア）財団法人兵庫県町村職員互助会〔職員が加入
（幼稚園教諭を除く）〕
掛金として給料額の5/1000を職員が、負担金

として給料額の5/1000を町が負担しています。
町の負担額は、総額で3,637,733円（1人あたり

月額1,719円）、平均職員数176.3人でした。
主な事業内容
・会員またはその扶養家族などの死亡の際の弔慰
金の給付
・会員またはその扶養家族が入院した際の入院見
舞金の給付
・結婚祝金、出産見舞金、銀婚祝金、入学祝金な
どの給付
・会員またはその扶養家族の医療費の一部を給付
・施設利用の斡旋
・家庭用常備薬の斡旋　　　　　　など

（イ）財団法人兵庫県学校厚生会（幼稚園教諭が加
入）
掛金として給料額の10/1000を職員が、負担金
として給料額の7.5/1000を町が負担しています。
町の負担額は、総額で417.405円（1人あたり

月額2,676円）でした。（職員数13人）
主な事業内容
・会員またはその扶養家族などの死亡の際の弔慰
金の給付
・扶養家族が入院した際の入院補助金の給付
・傷病手当金・育児手当金の支給
・結婚祝金、出産手当金、入学祝品、退職せん別
金などの給付
・会員またはその扶養家族の医療費の一部を給付
・施設利用の斡旋

など
エ. 町独自の事業
地方公務員法第42条の規定に基づき職員の保健、

元気回復の施策として次の事業を実施しています。
主な事業内容および実績
・職員定期健康診断の実施
正規職員の受診人数 134人
支出総額 1,386,841円
・職員組合が実施するレクリエーション大会への
費用助成（パート職員などを含む）
○平成18年5月27日実施　運動会
参加総人数98人　支出額293,794円
○平成18年11月30日実施　ボーリング大会
参加総人数62人　支出額129,114円

・団体生命保険（弔慰金支給）への加入（死亡時
に50万円を支給するもの）
加入人数　191人（1人当たり年間1,550円）

(2)利益の保護の状況
ア. 勤務条件に関する措置の要求の状況
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、
公平委員会に対して、町の当局により適当な措置を
とられるべきことを要求することができます。
今年度は、措置要求はありませんでした。

イ. 不利益処分に関する不服申立ての状況
職員は懲戒その他意に反する不利益な処分に関し

て、公平委員会に対して不服の申し立てをすること
ができます。
今年度は、1案件の不服申立てがありました。
（5人より申し立て）
平成19年3月31日現在、審議中となっています。

s問い合わせ　総務グループ　10 7 9 ( 4 3 5 ) 0 3 5 7

●
20
歳
に
な
っ
た
と
き

●
配
偶
者
が
退
職
し
た
と
き

●
会
社
を
退
職
し
た
と
き

●
収
入
が
増
え
、
被
扶
養
配

偶
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

広報はりま1月号に掲載した加古川社会保険事務所の電話番号が間違っていました。正し
くは1079（427）4511です。大変なご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫びします。お詫びと訂正




